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第１章 総 則 

 

１ 趣 旨 

  総合設計制度は、敷地の狭小化やオープンスペースの不足などの問題が生じている市街地

環境において、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号｡ 以下「法」という。）第５９条の

２の規定に基づき、一定規模以上の敷地面積及び一定割合以上の空地を有する建築計画に対

して、その容積率制限、絶対高さ制限及び斜線制限を緩和する統一的な基準を設けることに

より、公共的な空地・空間の創出による良好な市街地環境の整備改善並びに建築敷地の共同

化等による土地利用の適切な高度化の推進を図ることを理念・目的として創設されたもので

ある。 

   この指針は、総合設計制度の理念・目的を踏まえるとともに、松戸市総合計画に掲げた都

市整備の目標を具現化するための各種行政基本計画に即し、市街化区域内における良好な市

街地環境の整備改善と土地利用の適切な高度化の推進に寄与する建築計画に対する活用を

図るための指針を定めたものである。 

２ 基本方針 

  個々の建築計画について、良好な市街地環境の形成と、建築活動を通じた市街化区域内に

おける市街地環境の整備改善と土地利用の適切な高度化を図るための規制・誘導を行うため、

総合設計制度の適用に当たっての基本方針を、次のとおり定める。 

 ⑴ 市街地環境の整備改善 

 ⑵ 良好な建築・住宅ストックの形成 

 ⑶ 公共施設機能の補完 

 ⑷ 市街地の防災強化 

 ⑸ 福祉のまちづくりの推進 

 ⑹ 敷地の集約による質の高い市街地形成 

 ⑺ 都市景観の創造 

３ 運用方針 

  この指針は、総合設計の許可をする場合の取扱い方針を定めたものであるとともに、その

許可に係る良好な市街地環境の整備改善と土地利用の適切な高度化に資する建築計画の要

件となる基準を広く一般に示したものである。 

  この基準は、技術基準として、許可を申請する場合の必要条件としての性格をもつもので、

その条件を十分に充たすものであるか否かは、個々の具体的な建築計画に即し、総合設計制

度の趣旨及び基本目標等を勘案して判断する必要がある。 

   したがって、本制度の適用の可否又は運用に当たっては、常に制度の趣旨及び適用の基本

方針に照らして総合的な見地から行なうものとする。 

４ 用語の定義 

  本指針において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

 ⑴ 計画建築物        総合設計制度を利用して建築する建築物をいう。 

 ⑵ 一般建築物     計画建築物の敷地内において法第３章第４節の一般規定によっ

て許容される建築物をいう。 

 ⑶ 一般型総合設計    一定規模面積以上の計画敷地内に一定割合以上の公開空地を設

けた総合設計で、再開発方針等適合型総合設計及び市街地住宅総

合設計以外のものをいう。 

 ⑷ 再開発方針等適    都市再開発法（昭和４４年法律第３８号）第２条の３第２項に規    

合型総合設計    定する都市再開発方針が定められた地区等内で地区計画等によ                      

り高度利用を図るべきとされた区域内にあり、当該区域内におけ
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る再開発方針、地区計画等に適合する総合設計をいう。 

 ⑸ 市街地住宅総合設計 市街地住宅の供給の促進に資することを目的とする総合設計を

いう。 

 ⑹ 基準建ぺい率       法第５３条に規定する建ぺい率をいう。 

 ⑺ 空 地       建築物による建築面積及び建築物に準じる工作物による水平投

影面積以外の敷地の部分をいう。 

⑻ 空地率            次式による数値をいう。 

              （空地面積／敷地面積）×１００（％） 

 ⑼ 基準容積率        法第５２条に規定する容積率をいう。 

 ⑽ 割増容積率        本指針によって基準容積率に割増しされる容積率をいう。 

 ⑾ 公開空地          計画建築物の敷地内の空地又は開放空地（建築物の屋上、ピロ

ティ、アトリウム等をいう。）のうち、日常一般に開放される部

分（当該部分に設ける環境の向上に寄与する植栽、花壇、池泉等

及び空地の利便の向上に寄与する公衆便所等の小規模の施設に

係る土地並びに屋内に設けられるもの等で、特定行政庁が深夜等

に閉鎖することを認めるものを含み、自動車が出入り又は駐車す

る部分及び自転車が駐輪する部分を除く。）で第３章の１の⑴に

定める公開空地の基準に適合し、かつ、次の①から⑤までに該当

するものをいう。 

① 歩道状空地        計画建築物の敷地内で前面道路に沿って設ける屋外の歩行者用

の空地（当該空地に沿って設ける幅４メートル未満又は計画建築

物の高さ（当該空地の地表面からをいう。）の平方根の２分の１

以内の距離の修景施設の部分を含む。）をいう。 

  ② クロスロード    計画建築物の敷地の前面道路（屋外貫通通路を含む。）が同一 

           パーク    平面で内角１２０度以内で交差し、若しくは他の道路と接続又は

屈曲する箇所に設ける一定規模の広がりを有する屋外の広場状

空地をいう。 

③ 貫通通路         計画建築物の敷地内の屋外空間及び計画建築物内を動線上自然

に通り抜け、かつ、道路、公園その他これに類する公共施設（以

下「道路等の公共施設」という。）相互間を有効に連絡する歩行

者用通路（当該通路に沿って設ける幅４メートル未満又は計画建

築物の高さ（当該通路の地表面からをいう。）の平方根の２分の

１以内の距離の修景施設の部分を含む。）をいう。 

    ア 屋外貫通通路  貫通通路のうち、計画建築物の敷地内の屋外に設けるものをいう。 

   イ 屋内貫通通路  貫通通路のうち、計画建築物の屋内に設けるものをいう。 

   ④ アトリウム      計画建築物内に設ける大規模な吹き抜け空間で、天空光を確保

できるものをいう。 

   ⑤ 広場状空地      前①から④までに該当しない公開空地で、一団の形態をなすも

のをいう。 

 ⑿ 有効空地          次のア及びイに該当する空地及び空地の部分（公開空地に該当

するものを除く。）並びにア及びウに該当する屋上等の開放空間

の部分（当該部分に設ける環境の向上に寄与する植栽、花壇、池

泉等及び空地の利便の向上に寄与する公衆便所等の小規模の施

設に係る土地を含み、自動車が出入り又は駐車する部分及び自転

車が駐輪する部分を除く。）で第３章の２の⑴に定める有効空地

の基準に適合するものをいう。 
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             ア 計画建築物の居住者やその利用者が日常自由に利用し、             

又は通行できる屋外空地（深夜等において閉鎖することを認め

たものを含む。）であること。 

              イ 計画建築物の居住者等のコミュニティ形成の場として活用

される修景上良好な空地で、道路又は屋外貫通通路から見通せ

るもの（当該道路又は屋外貫通通路に沿って設けられる計画建

築物のピロティ状の開口部（１以上の階数に相当する高さを有

するもの）から見通せる場合を含む。）であること。 

             ウ 緑化等を図るなど修景上良好に設計された開放空間で、道路

又は公開空地からの高低差が一定以下のものであること。 

 ⒀ 有効空地等の      公開空地及び有効空地（以下「公開空地等」という。）の面積 

      有効面積      に、当該公開空地等の種別に応じて第３章の１の⑵及び第３章

の２の⑵に定める公開空地等の有効係数を乗じた数値をいう。 

 ⒁ 有効公開空地率    次式による数値をいう。 

               （公開空地等の有効面積／敷地面積）×１００（％） 

 ⒂ 緑地面積          計画建築物の敷地内の土地で樹木等の植栽地及び既存の樹林地

の面積の合計をいう。 

 ⒃ 緑地率            次式による数値をいう。 

              （緑地面積／空地面積）×１００（％） 

 ⒄ 絶対高制限        法第５５条第１項に規定する第一種低層住居専用地域及び第二

種低層住居専用地域内における建築物の高さの制限をいう。 

 ⒅ 道路斜線制限      法第５６条第１項第１号に規定する道路からの建築物の高さの

制限をいう。 

 ⒆ 隣地斜線制限      法第５６条第１項第２号に規定する隣地境界線からの建築物の

高さの制限をいう。 

５ 許可の対象となる建築計画 

  本指針により許可の対象となる建築計画は、法及び建築基準法施行令（昭和２５年政令第

３３８号。以下「令」という。）に定める有効な都市空間の確保を基調とし、第１章の２に

定める基本目標と松戸市総合計画に掲げる都市整備の目標を具現化するための各種行政基

本計画に即した計画であって、次の要件を満たすものであること。 

 ⑴ 敷地が都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第７条に規定する市街化区域に属する

こと。 

 ⑵ 一定規模以上の敷地面積を有すること。 

 ⑶ 一定比率以上の実効あるオープンスペースを確保していること。 

 ⑷ 周辺の市街地環境に対して配慮した建築形態であること。 

 ⑸  計画の規模及び周辺市街地の状況に応じ、都市公共施設等の機能補完又はこれらの負荷

軽減のための具体的な措置を講じていること。 

 ⑹ 計画の規模に応じ、周辺市街地の防災、避難に有効な施設を設けていること。 

 ⑺ 福祉のまちづくりの推進に配慮したものであること。 

 ⑻ 周辺市街地環境に応じ、用途及び施設が適切に計画されていること。 

６ 緩和の基準が適用される法の規定 

  第２章の１に定める法令要件及び第２章の２に定める付加要件に適合し、かつ、第４章に

定めるそれぞれの緩和基準に適合する建築計画にあっては、次に掲げる基準に応じた法の規

定について、緩和の対象とする。 

 ⑴ 第４章の１に定める道路斜線制限及び隣地斜線制限の緩和の基準 
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                    ：法第５６条第１項第１号及び第２号の規定 

 ⑵ 第４章の２に定める絶対高制限の緩和の基準 

                    ：法第５５条第３項第１号の規定 

 ⑶ 第４章の３に定める容積率制限の緩和の基準 

                    ：法第５２条第１項から第６項までの規定 

７ 他の設計制度等と併用する場合の取扱い 

 ⑴ 法第８６条及び第８６条の２の規定に基づく総合的設計及び連担建築物設計と総合設

計を併用する場合においては、「一団地の総合的設計制度及び連担建築物設計制度認定基

準」（平成１２年３月３１日付建第４５７号千葉県都市部建築指導課長通知）に定める第

５の１の「前面道路」の規定は、適用しない。 

 ⑵ 高度地区に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度の特例と総合設計

を併用する場合においては、「高度地区（最高限）の決定要綱」（平成６年９月１日付計第

２２７号千葉県都市部計画課長通知）第２の３「高さの特例」に適合するものとする。 

８ 敷地が２以上の区域、地域等にわたる場合の取扱い 

  計画建築物の敷地が都市計画等による建築物に関する制限等を定めた地域、地区又は区域

の２以上にわたる場合においては、法第５２条から第５６条の２（第５４条の２を除く。）

まで及び第５８条の規定を適用する場合を除き、計画建築物又はその敷地の全部について、

敷地の過半の属する地域、地区又は区域に関するこの指針の要件又は基準等を適用する。 

 

第２章 基 本 要 件 

１ 法令要件 

 ⑴ 敷地面積の最低限度 

   計画建築物の敷地面積の最低限度は、当該敷地が属する用途地域の区分に応じて、次の

表に掲げる数値とする。 

                                 （単位 ㎡） 

用  途  地  域 敷地面積 

第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域 ３，０００ 

 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、 

 第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、準工業地域 

又は工業専用地域 

２，０００ 

 近隣商業地域又は商業地域 １，０００ 

 

 ⑵ 空地率の最低限度 

   計画建築物の敷地内における空地率の最低限度は、次の表に掲げる基準建ぺい率の区分

に応じて、次の表に掲げる数値とする。 

                                 （単位 ％） 

基準建ぺい率（Ｃ） 
空 地 率 の 最 低 限 度 

容積率制限緩和の場合 高さ制限のみ緩和の場合 

  Ｃ≦５０ １１５－Ｃ １１０－Ｃ 

５０＜Ｃ≦５５ ６５ ６０ 

５５＜Ｃ≦１００ １２０－Ｃ １１５－Ｃ 

２ 付加要件 
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 ⑴ 前面道路の幅員 

   計画建築物の敷地が接する道路の幅員は、当該敷地が属する用途地域の区分に応じて、

次の表に掲げる数値以上であること。 

                                 （単位 ｍ） 

用  途  地  域 前面道路の幅員 

 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、 

第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、   

第一種住居地域、第二種住居地域、準居地域又は準工業地域 

６ 

 工業専用地域、近隣商業地域又は商業地域 ８ 

⑵ 接道長 

   計画建築物の敷地の接道長は、その敷地が属する用途地域の区分に応じて、前⑴の表に

掲げる数値以上の幅員を有する道路に、敷地境界線の長さの合計の７分の１以上の長さが

１箇所により接するものであること。 

   ただし、前⑴の表に掲げる数値以上の幅員を有する道路及び前⑴の表に掲げる数値に満

たない幅員４メートル以上の道路に、敷地境界線の長さの合計の４分の１以上の長さが１

箇所により接し、かつ、敷地内に幅員４メートル以上の屋外貫通通路が確保されているこ

と（この場合において、当該貫通通路部分は、公開空地等の算定から除外するものとする。）

など、周辺市街地の街区整備の改善に寄与するとともに、交通上、安全上、防火上及び衛

生上支障がないと認められる場合は、この限りでない。 

 ⑶ 敷地形状 

   計画建築物の敷地は、共同化等により集約して規模の拡大を図るとともに、可能な限り

整形なものであること。 

 ⑷ 有効公開空地率の最低限度 

   計画建築物の敷地内における有効公開空地率の最低限度は、当該敷地における基準建ぺ

い率の区分に応じて、次の表に掲げる数値とする。 

                                 （単位 ％） 

基準建ぺい率（Ｃ） 有効公開空地率の最低限度 

Ｃ＜５５ ５０ 

Ｃ≧５５ ２０＋（１００－Ｃ）×２／３ 

 ⑸ 歩道状空地等の設置 

   計画建築物の敷地には、原則として歩道状空地及びクロスロードパークを設けること。 

 ⑹ 緑地面積 

   計画建築物の敷地内における緑地面積は、緑地率が３０パーセント以上であること。 

 ⑺ バリアフリー 

   計画建築物又はその敷地内に設ける出入口、廊下、階段、昇降機、自動車駐車場、公開

空地等の通路部分など、高齢者や障害のある人等を含む多数の人の利用に供される施設等

については、これらの人たちが安全かつ快適に利用することができるよう整備（バリアフ

リー化）すること。 

 ⑻ 外壁面の後退 

   計画建築物の部分の外壁又はこれに代わる柱の外面から敷地境界線及び歩道状空地で

通行可能な部分までの水平距離は、当該敷地境界線等に面する部分の計画建築物の高さ

（敷地境界線又は歩道状空地の地表面からをいう。）の平方根の２分の１以上であること。 

   ただし、落下物に対する危害防止の措置を講じているもの又は高さが１２メートル以下

の部分については、この限りでない。 
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 ⑼ 商業施設等の設置 

   計画建築物の敷地の過半が「松戸駅周辺まちづくり基本構想」において定められている

「商業・業務ゾーン」に属する場合は、道路から有効に通じる全て又は一部の階に、次の

いずれかに掲げる用途に供する部分を設けること。 

  ① 店舗 

  ② 事務所 

  ③ 児童福祉施設等（保育所、認定こども園、老人福祉施設等） 

  ④ 医療関連施設（病院、診療所等） 

  ⑤ 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設 

（フィットネスクラブ、ヨガ教室、料理教室等） 

  ⑥ ホテル又は旅館 

  ⑦ 前①～⑥に類するもの 

３ 市街地住宅総合設計 

 本制度を適用できる計画は、前記１及び２の要件を満たすほかに次の⑴から⑻に掲げる要件 

をすべて満たすものとする 

⑴ 「松戸都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」「松戸市都市計画マスター

プラン」「地区計画」等において土地の高度利用による市街地住宅の供給促進を図ること

が位置付けられている区域内であること。 

⑵ 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居

地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域及び準工業地域で容積率の限度が 40/10以上

とされている地域内であること。 

⑶ 敷地面積が 2,000㎡以上であること。 

⑷ 建築物の延べ面積の４分の１以上を住宅の用に供すること。 

⑸ 住戸規模は 25 ㎡未満としないこと。又、住戸総戸数の２分の１以上の一戸当たりの専

用面積（バルコニー部分の面積を除く。以下同じ。）は、概ね 75㎡以上とすること。 

⑹ 原則として戸数以上の台数を収容する駐車場及び戸数に１．５を乗じて得た数値以上の

台数を収容する駐輪場を設置すること。 

⑺ 共用廊下、共用階段等のスペースは余裕のあるものとすること。 

 

第３章 計 画 基 準 

１ 公開空地 

 ⑴ 公開空地の基準 

  ① 歩道状空地は、通行可能な部分の幅（以下「有効幅員」という。）が２メートル以上

であり、原則として前面道路に接する全ての部分に設け、かつ、当該前面道路と一体的

に利用できるものであること。 

  ② 貫通通路は、次に掲げるものであること。 

   ア  屋外貫通通路の有効幅員は、２メートル以上であること。ただし、車路に沿って設

ける場合には、１．５メートル以上とすることができる。 

   イ 屋内貫通通路の有効幅員は、４メートル以上であり、その天井の高さは、６メート

ル以上であること。 

   ウ 屋内貫通通路は、防火上、避難上及び衛生上支障がないものであること。 

  ③ 一のクロスロードパークは、歩道状空地及び屋外貫通通路と同じ高さで一体的に利用

できるもので、次に掲げるものであること。 

   ア  最も狭い部分の幅は、４メートル以上であること。 

     イ 面積（歩道状空地又は屋外貫通通路を含んだ面積をいい、これらを含んだ最も狭

い部分の幅が４メートル以上であるものについては、その全ての部分を含んで算定し

た面積をいう。）は、５０平方メートル以上であること。 



8 
 

    ウ 全周長の８分の１以上、かつ、周長の長さのうち７メートル以上が、道路に接する

ものであること。 

   ④ 一の広場状空地は、次に掲げるものであること。ただし、二以上の広場状空地が一体

の空間をなし、かつ、相互を有効に連絡するものにあっては、これを一の広場状空地と

見なすことができる。 

   ア 最も狭い部分の幅は、４メートル以上であること。 

   イ 面積は、計画建築物の敷地に属する用途地域の区分に応じて、次の表に掲げる数値

以上であること。この場合において、当該空地と一体に設けられるクロスロードパー

ク又は当該空地と同じ高さで接するか若しくは貫通する歩道状空地又は屋外貫通通

路（４メートル以上の幅員を有するものに限る。次項ウにおいて同じ。）を含んで算

定した面積とすることができる。 

                                 （単位 ㎡） 

用  途  地  域 空地面積 

 第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域 ３００ 

第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、 

第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、準工業地域   

又は工業専用地域 

２００ 

 近隣商業地域又は商業地域 １００ 

    ウ 全周長の８分の１以上が、道路、公園（広場状空地と一体的に利用されるものに限

る。）、歩道状空地、クロスロードパーク又は屋外貫通通路に接し、かつ、その高低差

は６メートル以内であること。 

   ⑤ ピロティ、アーケード等の建築物又は建築物の部分で覆われた公開空地 （屋内貫通

通路を除く。以下「ピロティ等」という。）にあっては、天井の高さが３メートル以上

で、かつ、奥行きが当該高さの４倍以内の部分であること。 

  ⑥ 建築物の屋上、人工地盤その他これらに類する広場状空地（以下「人工地盤等」とい

う。）は、次に掲げるものとすること。 

   ア 最も狭い部分の幅は、４メートル以上であること。 

   イ 歩道状空地、クロスロードパーク又は道路等の公共施設（以下「道路等の公共施設

等」という。）と幅員２メートル以上の階段若しくは傾斜路により、又は同一平面上

で、２箇所以上（その位置及び幅員により同等以上の効果があると認められる場合は

１箇所）で有効に通じていること。 

    ウ 人工地盤等の各部分（転落防止のための手すり等の安全対策のために設ける部分を

除く。）は、道路等の公共施設等からの高低差は、６メートル以内であること。この

場合、高低差とは、階段又は傾斜路により、道路等の公共施設等に有効に通じている

部分における高低差をいい、高低差が異なる場合には、２箇所以上で接続する場合に

はこれらの平均の高さをいう。 

     ただし、駅舎のコンコース、横断歩道橋等に連続する部分からの高低差が１.5 メ

ートルの範囲にあって、その有効な利用性が損なわれない場合にあってはこの限りで

ない。 

   エ 全周長の４分の１以上が、道路等の公共施設等に面すること。ただし、当該道路等

の公共施設等との高低差が１.5 メートル以内のものにあっては、全周長の６分の１

以上とすることができる。 

   ⑦ 屋内貫通通路、アトリウム及びピロティ等の公開空地の有効面積の算定をするときは、

原則として、全ての公開空地の面積の合計の３分の１以内を対象の限度とする。 

 ⑵ 公開空地の有効係数 
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   次の①から⑦までの一に該当する一の公開空地の有効係数は、それぞれ①から⑦までに

掲げる数値とし、③から⑦までの２以上に該当する場合は、これらの数値を乗じたものと

する。 

① 歩道状空地（道路との高低差が 1.5メートル以下のもので、幅員が４メートルを超え

るものにあっては、幅員４メートル以内の部分に限る）の有効係数は、連続（二辺以上

の連続を含め、出入口等による分断は必要と認める範囲で連続とみなす。）する歩道状

空地の長さの区分に応じて次の表に掲げる数値とする。 

ただし、歩道と合わせた幅員の合計が６メートル以上である場合は、0.3を数値に加

えることができる。 

歩道状空地の長さ Ｌ(m) Ｌ＜20 20≦Ｌ＜40 40≦Ｌ＜60 60≦Ｌ＜80 80≦Ｌ 

有効係数 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 

 

  ② クロスロードパーク（①に該当する部分を除く。）        １．４ 

  ③ 広場状空地 

   ア 屋外の広場状空地で、幅員が４メートル以上の道路、歩道状空地、クロスロードパ

ーク及び屋外貫通通路等（以下「道路等」という。）に面する場合（①に該当する部

分を除く。）                            １．４ 

   イ 道路等に面さない場合                    ０．６ 

   ウ その他の広場状空地（①に該当する部分を除く。）       １．０ 

   ④ 貫通通路 

   ア 屋外貫通通路（①に該当する部分を除く。）で、幅員が４メートル以上のもの                         

１．４ 

   イ その他の屋外貫通通路（①に該当する部分を除く。）       １．０ 

   ウ 屋内貫通通路 その規模、形態に応じて        ０．４～１．０ 

  ⑤ アトリウム   その規模、形態に応じて        ０．４～０．８ 

  ⑥ ピロティ等 

   ア 天井の高さが５メートル以上で、かつ、奥行きが当該高さの２倍以内の部分                            

０．８ 

   イ 天井の高さが５メートル未満で、かつ、奥行きが当該高さの２倍以内の部分 

                                    ０．６ 

   ウ その他の部分                         ０．４ 

  ⑦ 人工地盤等 

    次のアからオの二以上に該当する場合は、その最大値とする。 

   ア 人工地盤等とこれに有効に通じる道路等の公共施設又は他の公開空地との高低差

が１．５メートル以下の場合                       １．０ 

   イ 人工地盤等がこれに有効に通じる道路等の公共施設又は他の公開空地より低い位

置にあり、その高低差が１.5 メートルを超え３メートル以下の場合                                      

０．８ 

   ウ 人工地盤等がこれに有効に通じる道路等の公共施設又は他の公開空地より低い位

置にあり、その高低差が３メートルを超える場合              ０．６ 

   エ 人工地盤等がこれに有効に通じる道路等の公共施設又は他の公開空地よ 

     り高い位置にあり、その高低差が１．５メートルを超え３メートル以下の 

     場合                            ０．６ 

   オ 人工地盤等がこれに有効に通じる道路等の公共施設又は他の公開空地より 

    高い位置にあり、その高低差が３メートル超える場合     ０．４ 
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２ 有効空地 

 ⑴ 有効空地の基準 

  ① 中庭等の空地 

    空地の３分の２以上が道路又は屋外貫通通路（幅員４メートル以上に限   

   る。）の歩行状空地から見通すことができ、かつ、その面積は２００平方メー 

   トル以上であること。 

  ② 屋上等の開放空間 

   ア 道路より高い位置にある屋上等の開放空間にあって、道路との高低差が 

    １２メートル以内であり、かつ、道路境界線から５メートル以内の部分   

    （一の面積が５０平方メートル以上のものに限る。）であること。 

   イ 道路より低い位置にある屋上等の開放空間にあって、道路との高低差が 

    ６メートル以内の部分（一の面積が１００平方メートル以上のものに限   

    る。）であること。 

  ③ 有効空地の面積のうち、公開空地の面積の合計の２分の１以内の部分を公 

   開空地等の有効面積の対象とする。 

 ⑵ 有効空地の有効係数 

  ア 中庭等の空地                        ０．４ 

  イ 屋上等の開放空地                      ０．２ 

 

 

第４章 緩 和 基 準 

 第２章に定める計画の基本要件に適合する計画建築物にあっては、次に定める範囲において、

それぞれ当該事項を緩和する。 

１ 道路斜線制限及び隣地斜線制限 

 ⑴ 緩和の原則 

   計画建築物による敷地周辺の天空視界の遮蔽量が、一般建築物の遮蔽量を超えない範囲

で緩和するものとする。 

 ⑵ 緩和の基準 

   道路斜線（第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用

地域及び第二種中高層住居専用地域を除く。）又は隣地斜線制限（第一種中高層住居専用

地域及び第二種中高層住居専用地域を除く。）を緩和する建築物は、敷地の各辺（単純な

形状の多角形の敷地にあっては敷地境界線、多角形でない敷地又は複雑な形状の多角形の

敷地にあっては当該敷地を単純な形状の多角形に近似した場合の各辺をいう。以下同じ。）

において、次に掲げる基準により算定した立面投影面積Ｓi'がＳi 以下であるものとする。 

   ア 計画建築物立面投影面積：Ｓi' 

    Ｓi'とは、各辺における基準点Ｏi （ウによって定められる点）を通る鉛直線上の各

点を視点とし、計画建築物の各部分（広告物、建築設備等を含  む。）を各辺上の鉛直

面を画面としたもの（以下「各辺の鉛直画面」という。）を水平方向に投影することに

よって構成される図形の面積（以下「立面投影面積」という。）をいう。 

  イ 基準立面投影面積：Ｓi 

    Ｓi とは、各辺の鉛直画面上において、道路斜線制限及び隣地斜線制限によって許容

される最大の面積をいう。 

  ウ 基準点：Ｏi 

    Ｏi とは、各辺について、その中点から次号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる

距離だけ外側にある点をいう。 

   (ｱ)  第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域 
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    ａ 道路に接する各辺について、当該道路の幅員に法第５６条第２項の規定による当

該建築物の後退距離（以下「後退距離」という。）に相当する距離を加えた距離 

    ｂ 前ａ以外の各辺については、１６メートルに高さ２０メートルを超える部分を有

する建築物にあっては、その部分から隣地境界線までの水平距離のうち最小のもの

に相当する距離を加えた距離 

   (ｲ)  近隣商業地域、商業地域、準工業地域又は工業専用地域 

    ａ 道路の接する各辺について、当該道路の幅員に後退距離に相当する距離を加えた

距離 

    ｂ 前ａ以外の各辺については、１２メートルに高さ３１メートルを超える部分を有

する建築物にあっては、その部分から隣地境界線までの水平距離のうち最小のもの

に相当する距離を加えた距離 

エ 敷地が斜線制限の異なる地域又は地区の内外にわたる場合の措置 

   (ｱ) 道路に接する各辺については、当該道路の幅員に後退距離に相当する距離を加え

た距離 

   (ｲ) 前(ｱ)以外の各辺については、次の算定式による数値 

           （Ａ１ ×Ｌ１ ＋Ａ２ ×Ｌ２ ）／ＬＯ  

     Ａ１:１６メートルに高さ２０メートルを超える部分を有する建築物にあっては、

その部分から隣地境界線までの水平距離のうち最小のものに相当する距離

を加えた数値 

     Ａ２:１２メートルに高さ３１メートルを超える部分を有する建築物にあっては、

その部分から隣地境界線までの水平距離のうち最小のものに相当する距離

を加えた数値 

     Ｌ１:各辺のうち第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域に属する部分の

長さ 

     Ｌ２:各辺のうち近隣商業地域、商業地域、準工業地域又は工業専用地域に属する

部分の長さ 

     Ｌ０: 各辺の長さ（Ｌ０ ＝Ｌ１ ＋Ｌ２ ） 

オ 高さが１００メートルを超える建築物に対する⑵の規定の適用については、次の (ｱ)、

(ｲ)及び（ｳ)を加えたものをもって⑵のＳi'とする。 

   (ｱ)  建築物の高さ１００メートル以下の部分の立面投影面積 

   (ｲ) 建築物の高さ１００メートルを超え１５０メートル以下の部分の立面投影面積の

２分の１を乗じて得たもの 

    (ｳ) 建築物の高さ１５０メートル以下の部分の立面投影面積の３分の１を乗じて得た

もの 

  カ 前面道路の反対側の境界線からの水平距離に後退距離に相当する距離を加えたもの

が法第５６条第１項別表第３(は) 欄に掲げる距離を超える建築物の各部分の立面投影

面積は、道路に接する各辺のＳi'に含めないものとする。 

２ 絶対高制限 

 ⑴ 緩和の原則 

   容積の割増しを受ける計画建築物で、その周辺の低層住宅に係る良好な居住環境を保護

するために相応の配慮がなされているものについて緩和するものとする。 

 ⑵ 緩和の基準 

   次に掲げる基準に適合する計画建築物の絶対高制限は、１２メートルを限度として緩和

するものとする。 

  ① 建築物（建築物に附属する門又は塀その他これらに類するものを除く。）の外壁又は

これに代わる柱の面から敷地境界線までの距離が、1.5メートル以上であること。 
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  ② 建築物の各部分の高さが当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線ま

での真北方向の水平距離に 0.5 を乗じて得たものに４メートルを加えた数値以下であ

ること。 

３ 容積率制限 

 ⑴ 緩和の原則 

   計画建築物の敷地内に次の①に掲げた公開空地等若しくは②に掲げた文化・公益施設等

を併設したものに対して容積率制限を緩和し、容積の割増しができるものとする。 

  ① 公開空地等 

    計画建築物の敷地内に設ける公開空地等で第２章の基本要件及び第３章の計画基準

に適合するものであること。 

  ② 文化・公益施設等 

    地元公共団体等の要請等により計画建築物の敷地内に設ける文化・公益施設等で、次

のアからオまでのいずれかに該当するものであること。 

   ア 地域社会の文化、教育等の向上に貢献する施設 

   イ 特に保存することが必要と認められる歴史的価値を有する施設 

   ウ 防災、保安、公害防止等に寄与する施設 

   エ 一般交通の緩和に資する施設 

    オ 供給処理施設等の負荷軽減に益する施設 

 ⑵  敷地規模等に応じた緩和の原則 

  ① 公開空地等による容積率制限の緩和 

   ア 一般総合設計による容積の割増し 

     計画建築物の延べ面積は基準容積率に従い、次に掲げる式によって得られる面積以

下とする。ただし、基準容積率に１．５を乗じたものに敷地面積を乗じて得られる延

べ面積と基準容積率に１０分の２０を加えたものに敷地面積を乗じて得られる延べ

面積のいずれか小さいものを限度とする。 

      Ｖ＝Ａ×ｖ×｛１＋（Ｓ／Ａ－０．１）×Ki｝ 

       Ａ：敷地面積 

       Ｓ：公開空地等の有効面積の合計 

       Ｖ：割増し後の延べ面積 

       ｖ：基準容積率 

       Ki：下表による割増係数 

基準容積率 (v) 割 増 係 数 (Ki) 

        ｖ＜10／10 ２／３ 

10／10≦ｖ＜90／10 １／３＋（９－ｖ）×１／８×１／３ 

     

イ 再開発方針等適合型総合設計による容積の割増し 

     計画建築物の延べ面積は、前アに掲げる式によって得られる面積以下とする。この

場合において、前表の割増係数に１．２５を乗じて得たものを Ki とする。ただし、

基準容積率に１．５を乗じたものに敷地面積を乗じて得られる延べ面積と基準容積率

に１０分の２５を加えたものに敷地面積を乗じて得られる延べ面積のいずれか小さ

いものを限度とする。 

 

   ウ 市街地住宅総合設計による容積の割増し 

     計画建築物の延べ面積は前アに掲げる式によって得られる面積以下とする。この場 
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合において、前表の割増係数に次式に掲げる係数を乗じて得たものを Kiとする。 

      ａ×３／４＋１ 

ａ：計画建築物における住宅の用に供する部分の床面積の延べ面積に対する割合 

（２／３を超えるときは２／３とする） 

 

ただし、基準容積率にａ×３／８＋３／２ ※１を乗じたものに敷地面積を乗じて得

られる延べ面積と基準容積率に（ａ×１５＋２０）／１０ ※２を加えたものに敷

地面積を乗じて得られる延べ面積のいずれか小さいものを限度とする。 

※１ ａに応じて 1.59～1.75   

※２ ａに応じて 23.75/10～30/10 

   ② 文化・公益施設等による容積率制限の緩和 

    文化・公益施設等による容積の割増しは、当該用途に供する部分をその対象とすると

ともに、割増し後の容積は、前①のア又はイに規定する限度を超えないこと。 

 ⑶ 計画道路がある場合の取扱い 

   公開空地が計画建築物のうち計画道路に係る部分の全部又は一部にあり、かつ、前⑵の

①に掲げる式によって得られる割増し後の延べ面積（Ｖ）を計画道路に係る部分の面積を

除いた面積で除した数値が、基準容積率を超える場合においては、当該計画建築物の延べ

面積は、前⑵の①に掲げる式によって得られる面積以下であり、かつ前⑵の①の「敷地面

積」とあるのは「敷地面積から計画道路に係る面積を除いた面積」と読み替えて準用する

前⑵の①に掲げる式によって得られる面積以下とすること。この場合においては、第２章

の２付加要件の⑶有効空地率の最低限度の規定中「有効公開空地面積から計画道路に係る

部分の有効公開空地面積を除いた面積」と、「敷地面積」とあるのは「敷地面積から計画

道路に係る部分の面積を除いた面積」とそれぞれ読み替えて当該規定を準用する。 
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松戸市総合設計許可指針実施細目 

 
制定 平成１４年５月１日 

第 1 総 則 

この細目は、松戸市総合設計許可指針（平成１４年５月 1 日以下「許可指針」という。）の

施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

第２ 公開空地等の標示並びに維持管理 

１ 公開空地等の標示 

⑴ 建築主は、道路に面する敷地内の見やすい場所に、当該敷地内の公開空地及び有効空

地（以下「公開空地等」という。）が総合設計制度に基づいて設けられたものである旨

を記載した公開空地等標示板（様式 1）を設置しなければならない。 

⑵ 前⑴の標示板は、次に定めるところによるものとする。 

① ステンレス板、銅板等で耐候性、耐久性に富み、かつ、容易に破損しない材料で作

られたものであること。 

② 堅固に固定できるものであること。 

③ 大きさは、縦８０センチメートル以上、横６０センチメートル以上であること。た

だし、敷地の状況によりやむを得ないと認められる場合にあっては、変更することが

できるものとする。 

２ 公開空地等の維持管理 

⑴ 建築主は、総合設計制度の許可申請をするときに、公開空地等管理責任者選任届及び

誓約書（様式 2）を市長に提出しなければならない。 

⑵ 公開空地等の管理責任者は、別表(い)欄１４に掲げる公開空地等計画図Ⅰ及びⅡを保

存するとともに、当該公開空地等を有効かつ適切に維持管理し、その状況を公開空地等

及び特定施設管理報告書（様式 3）により、1 年ごとに市長に報告しなければならない。 

⑶ 総合設計制度の許可を受けた建築物又はその敷地に係る所有権その他の権利を譲渡

等する場合の前⑴及び⑵に定める事項については、その譲渡等を受けた者がその責を負

うものとし、その旨を譲渡契約書等に明記しなければならない。 

⑷ 公開空地等の管理責任者は、総合設計制度の許可を受けた敷地内における緑地を適正

に維持管理しなければならない。 

３ 公開空地等の変更 

⑴ 総合設計制度の許可を受けた建築物又はその敷地内に存する公開空地等については、

その種別及び形態を変更してはならない。ただし、当該許可の範囲内である軽微な変更

又は許可指針に定めた基準の範囲内で次に掲げる場合の変更にあっては、この限りでな

い。 

① 周辺市街地の状況変化等により、変更前と比較して望ましい形態等であると認めら

れる場合 

② 建築物の利用状況の変化等により、やむを得ない場合 

⑵ 前⑴に掲げる変更をしようとする者は、あらかじめ、公開空地等・特定施設変更申請

書(様式 4)及び変更に係る別表(い)欄１４に掲げる公開空地等計画図Ⅰ及びⅡを市長

に提出し、その承認を受けなければならない。 

⑶ 市長は、前⑵の規定による申請のあった場合において、その変更が前⑴の規定に適合

していると認められるときは、当該申請者に対して、公開空地等・特定施設変更承認書

（様式 4-2）を交付しなければならない。 

４ 公開空地の一時占用 

⑴ 公開空地については、次の各号に掲げる範囲で一時占用することができる。 

① 占用目的は、地域の活性化に寄与するための行為、建築物等の建設工事に伴う行為、
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公開空地等の維持管理のための行為その他公共公益に資するための行為であること。 

② 占用期間は、１回の行為について１ヶ月以内とし、年間の延べ日数は、１００日を

超えないこと。ただし、建築物等の建設工事に伴う行為については、この限りでない。 

③ 占用面積は、公開空地等の２５パーセント以内であること。 

⑵ 一時占用をしようとする者は、前⑴の基準に適合するものであることについて、公開

空地等一時占用確認届出書（様式 5）を提出して市長の確認を受けなければならない。

この場合の届出書は、公開空地等管理責任者とする。 

⑶ 市長は、前⑵の規定による届出があった場合において、その届出が前⑴の規定に適合

していると認められるときは、当該申請者に対して、公開空地等一時占用確認書（様式

5-2）を交付しなければならない。 

 

第３ 特定施設の標示及び維持管理 

１ 特定施設の標示 

⑴ 建築主は、文化・公益施設等（以下「特定施設」という。）の出入口の見やすい場所

に、特定施設が総合設計の規定に基づいて設けられたものである旨を記載した特定施設

標示板（様式 6）を設置しなければならない。 

⑵ 前⑴の標示板は、次に定めるところによるものとする。 

① ステンレス板、銅板等で耐候性、耐久性に富み、かつ、容易に破損しない材料で作

られたものであること。 

② 堅固に固定できるものであること。 

③ 大きさは、縦５０センチメートル以上、横３０センチメートル以上であること。た

だし、敷地の状況によりやむを得ないと認められる場合にあっては、変更することが

できるものとする。 

２ 特定施設の維持管理 

⑴ 建築主は、総合設計制度の許可申請をするときに、特定施設管理責任者選任届及び誓

約書（様式 7）を市長に提出しなければならない。 

⑵ 特定施設の管理責任者は、別表(に)欄２４に掲げる特定施設の計画図を保存するとと

もに、当該特定施設を有効かつ適切に維持管理し、その状況を公開空地等及び特定施設

管理報告書（様式 3）により、1年ごとに市長に報告しなければならない。 

⑶ 総合設計制度の許可を受けた建築物又はその敷地に係る所有権その他の権利を譲渡

等する場合に前⑴及び⑵に定める事項については、その譲渡等を受けた者がその責を負

うものとし、その旨を譲渡契約書等に明記しなければならない。 

３ 特定施設の変更 

⑴ 総合設計制度の許可を受けた建築物又はその敷地内に存する特定施設については、そ

の種別及び形態を変更してはならない。ただし、当該許可の範囲内である軽微な変更又

は許可指針に定めた基準の範囲内で次に掲げる場合の変更にあっては、この限りでない。 

① 周辺市街地の状況変化等により、変更前と比較して望ましい形態等であると認めら

れる場合 

② 建築物の利用状況の変化等により、やむを得ない場合 

⑵ 前⑴に掲げる変更をしようとする者は、あらかじめ、公開空地等・特定施設変更申請

書（様式 4）及び変更に係る別表(に)欄２４に掲げる特定施設の計画図を市長に提出し、

その承認を受けなければならない。 

⑶ 市長は、前⑵の規定による申請があった場合において、その申請が前⑴の規定に適合

していると認められるときは、当該申請書に対して、公開空地等・特定施設変更承認書

（様式 4-2）を交付しなければならない。 
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第４ 許可指針に基づく事前協議等 

１ 許可申請 

⑴ 総合設計の許可申請をしようとする者（以下「許可申請予定者」という。）は、申請

理由書、別表(い)欄に掲げる図書及び同表(ろ)欄から(ほ)欄までに掲げる図書のうち当

該申請に該当する欄に掲げる図書を添えて、建築基準法施行規則（昭和２５年建設省令

第４０号。）別記第４３号様式による許可申請書を市長に提出しなければならない。 

⑵ 許可申請予定者は、あらかじめ計画建築物による交通量、電波障害、風害などによる

環境への影響調査を行い、必要な対策等を講じなければならない。 

２ 事前説明等 

⑴ 許可申請予定者は、建築計画の策定後速やかに当該計画建築物の敷地の道路（２以上

の道路がある場合には、それぞれの道路。）に面する場所に事前公開板（様式 8）を建

築基準法に基づく確認のあった旨の表示を行うまで設置するとともに、当該建築物の敷

地境界線からの距離が当該建築物の高さ１．５倍以内の区域にある建築物の所有者及び

占有者（以下「近隣居住者等」という。）並びに当該計画建築物が属することとなる自

治会（町会）の代表者に、次の表に掲げる事項の概要を説明するものとする。 

 

１ 建築主住所氏名 １３ 最高の高さ 

２ 設計者住所氏名 １４ 配置図及び立面図 

３ 工事施工者住所氏名 １５ 生活排水放流先 

４ 緩和を受けようとする法の内容 １６ 駐車台数 

５ 利用種別（分譲・賃貸等） １７ 市街地の環境改善の計画 

６ 各階の主要用途 
１８ 公開空地等及び特定施設の位置、

種別、形態及び使用方法等 

７ 階数 
１９ 環境調査の結果並びに計画建築物

による環境への影響及び対策等 

８ 構造 ２０ 工事着手予定日 

９ 基礎工法（種別） ２１ 工事完了予定日 

１０ 敷地面積 ２２ 工事作業休日 

１１ 建築面積 ２３ 工事作業時間 

１２ 延べ面積  

 

⑵ 許可申請予定者は、前⑴の説明をする場合において、近隣居住者等から説明会の開催

を求められた場合には、速やかにその説明会を開催するものとする。 
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⑶ 許可申請予定者は、総合設計に係る事前公開に関する報告書（様式 9）を市長に提出

しなければならない。 

３ 事前協議等 

⑴ 許可申請予定者は、次の⑶に定める総合設計に係る建築計画事前協議届書（様式 11）

を市長に提出する前に、計画敷地周辺の都市施設の状況及び公開空地等などによる市街

地環境の整備改善の内容等について、市長と協議するものとする。 

⑵ 前⑴の協議をしようとする者は、別表(い)欄２及び６から８までに掲げる図面又は方

位、縮尺、計画予定建築物、計画地の地形・地物及び周辺の土地利用状況が分かる図書

等を添えて、総合設計に関する事前協議届書（様式 10）を市長に提出しなければなら

ない。 

⑶ 前⑴に規定する市長との協議が終了した許可申請予定者は、許可申請書を提出する前

に申請理由書、別表(い)欄に掲げる図書及び同表(ろ)欄から(ほ)欄までに掲げる図書の

うち当該建築計画に必要とする各欄に掲げる図書並びに第４の１⑵による計画建築物

による環境調査結果とその対策を記載した書類及び総合設計に係る事前公開に関する

報告書（様式 9）を添えて総合設計に係る建築計画事前協議届書（様式 11）を市長に提

出し、計画建築物が松戸市総合設計許可指針に適合しているものであることについてあ

らかじめ、市長と協議しなければならない。 

⑷ 市長は、前⑶の協議をするにあたり、必要と認められるときは、許可申請予定者、近

隣居住者等並びに自治会（町会）の代表者から意見又は説明を聞くことができる。 

４ 一団地の認定等 

総合設計制度の許可申請とあわせて、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号以下「法」

という。）第８６条第１項若しくは第２項又は法第８６条の２第１項の規定による認定の

申請を必要とする者は、総合設計制度の許可申請と同時に、一団地の総合的設計制度又は

連担建築物設計制度の認定申請書を市長に提出するものとする。この場合において、相互

に重複する添付すべき図書は、省略することができる。 

 

第５ 屋外広告物の表示等 

１ 屋外広告物の表示基準 

総合設計制度の許可を受けた建築物又はその敷地に、表示又は設置する屋外広告物（屋

外広告物法（昭和２４年法律第１８９号）第２条第１項に規定する屋外広告物をいう。）

又はこれを提出する物件（以下「広告物等」という。）は、千葉県屋外広告物条例（昭和

４４年千葉県条例第５号）に定めるところによるほか、公衆に対する危害を及ぼすおそれ

のないものであり、特にやむを得ないと認められる場合以外は、次のすべてに該当するも

のでなければならない。 

⑴ 公開空地の機能を害するおそれがないこと。 

⑵ 形状、色彩、意匠が周囲の景観を害するおそれのないものであること。 

⑶ 原則として、総合設計制度の許可により高さ制限の緩和を受けた部分に提示するもの

でないこと。 

⑷ 公開空地内に設置する場合には、次のすべてに該当すること。ただし、公益上必要と

認められる場合にあっては、この限りでない。 

① 大きさは、できるだけ小さいものであること。 

② 提示の内容は、自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は建築物の名称等必要最小

限のものであること。 

③ 公開空地内の歩行者が通行する部分に表示し、又は設置する場合にあっては、下端

までの高さは３メートル以上のものであり、かつ歩行者の通行上支障がないもので

あること。 

２ 承認申請等の手続き 
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⑴ 公開空地内に広告物等を表示し、又は設置しようとする者は、屋外広告物承認申請書

（様式 12）に、別表(ほ)欄に掲げる図書を添えて市長に提出し、その承認を受けなけ

ればならない。 

⑵ 市長は、前⑴の規定による申請のあった場合において、その申請が前１の規定に適合

していると認められるときは、当該申請者に対して、屋外広告物承認書（様式 12－2）

を交付しなければならない。 

３ 維持管理 

前２の規定による承認を受けた広告物等は、次により維持管理するものとする。 

⑴ 破損、腐食等によって公衆に対して危害を与えるおそれが生じたときは、直ちに補強

すること。 

⑵ 汚染、変色又は、はく離したときは、直ちに補修し、常に美観を保持すること。 

 

第６ 新聞、チラシ等による広告 

建築主及び建築主の依頼を受けて建築物の設計、施工又は販売を行う者（以下「建築主

等」という。）が、当該建築物の概要を新聞、チラシ等により広告する場合においては、

次に定める事項を明示しなければならない。 

⑴ 当該建築物は、法第５９条の２第１項の規定により許可を受けたものであること。 

⑵ 公開空地等は、他の用途に転用できないものであること。 

⑶ 公開空地は、歩行者が日常自由に通行又は利用できるものであり。塀その他の工作物

等を設けることにより歩行者の通行又は利用を阻害しないこと。 

⑷ 計画建築物に特定施設を有する場合は、特定施設の部分を他の用途に転用できないも

のであること。 

 

第７ 指定確認検査機関による確認又は完了検査 

松戸市長の総合設計の許可を受けた建築計画に係る法第６条の２第１項の規定による

確認（計画変更確認を含む。）又は法第７条の２第１項の規定による完了検査を受けよう

とする場合は、次に定める手続きを行うものとする。 

⑴ 法第６条の２第１項の規定による確認を指定確認検査機関から受けようとする場合

にあっては、建築主は確認を受けるための書類を指定確認検査機関に提出する前に、松

戸市建築指導課と調整を行うものとする。 

⑵ 指定確認検査機関が法第６条の２第１項の規定による確認を行おうとする場合にあ

っては、当該指定確認検査機関は、当該建築計画が総合設計の許可の内容に整合してい

ることを確認するために、市長に照会するものとする。 

⑶ 法第７条の２第１項の規定による完了検査を指定確認検査機関から受けようとする

場合にあっては、建築主は、当該完了検査の前に市長に工事が完了した旨を報告し、当

該工事が総合設計の許可の内容と整合していることの確認を受けることとする。 

⑷ 指定確認検査機関が法第７条の２第５項の規定により検査済証を交付しようとする

場合は、前⑶の規定による確認が終了していることを市長に照会するものとする。 

 


